
総合設計制度の改正概要について

改正の概要
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１ 割増容積率の評価
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（業務系ビル）

●再生可能エネルギー等の利用

●ビル環境エネルギー管理システムの導入 等

（住宅）

●現行基準より高いレベルの断熱性の確保 等

【防災】

●緊急輸送道路沿道建築物の建替え

●居住者用の防災備蓄倉庫の整備

●敷地の集約化 等

【住宅の質】

●地震･火災時の安全性の向上

●維持管理への配慮

●高齢者等への配慮

●高齢者向けケア付き賃貸住宅の整備 等

【公開空地の質】

●周辺のみどりとの連続性

●樹種の多様性

●樹高の高い木の植栽 等

又は

都 市 整 備 局

別添１

又は

（住宅型の場合）



２ 隣地境界線からの離隔距離
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・外壁面の後退距離
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・外壁面の後退距離
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※総合設計制度とは

建築基準法第５９条の２の規定に基づき、敷地

内に公開空地を設けることなどにより、市街地環

境の整備改善に寄与する建築計画について、特定

行政庁の許可により容積率や高さの制限を緩和す

る制度です。

※これまでの実績（総合設計制度創設は昭和５１年）

許 可 件 数 ：約６８０件

整備済み公開空地の規模：約１８５ヘクタール

住 宅 供 給 戸 数：約８万戸

建築物の高さ
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